
国土交通省緊急災害対策本部会議（第１５回）議事概要 

 

 

日 時：平成 23 年 3 月 15 日 8 時 30 分～ 

場 所：国土交通省防災センター 

 

○出席者 

国土交通省訓令第 8 号に基づく構成員 

（本部長）大畠大臣以下、（本部長代行）副大臣及び大臣政務官、（副本部長）

事務次官、技監、国土交通審議官、（本部員）官房長、関係審議官ほか関係部

局長（※代理者の場合あり） 

関係する審議官等 

 

○議事概要 

（１）計画停電について 

 総合政策局長より、計画停電の実施に対する国土交通省における対応に

ついて説明。 

 

（２）被害状況と対応等について 

 各局等から配付資料にて被害の状況と対応方針等を報告。 

 

＜大臣からの発言概要＞ 

 被災地の生活を支える水、食料、エネルギー等の供給をしっかりやる

ため、道路、鉄道、航路、航空等の交通手段の確保が重要。 

 

（３）その他 

 次回緊急災害対策本部会議開催について 



国土交通省緊急災害対策本部会議（第１６回）議事概要 

 

 

日 時：平成 23 年 3 月 16 日 11 時 00 分～ 

場 所：国土交通省防災センター 

 

○出席者 

国土交通省訓令第 8 号に基づく構成員 

（本部長）大畠大臣以下、（本部長代行）副大臣及び大臣政務官、（副本部長）

事務次官、技監、国土交通審議官、（本部員）官房長、関係審議官ほか関係部

局長（※代理者の場合あり） 

関係する審議官等 

 

○議事概要 

（１）現地報告等 

 東北地方整備局より現地状況について報告。（テレビ会議） 

 

＜大臣からの発言概要＞ 

 地元でのご苦労に大変感謝。引き続き迅速な対応を。 

 地元対応や支払い対応等、局長判断で出来ることは実行を。事後報告

でよい。 

 自衛隊と連携し、落橋対策として仮設橋を。 

 東北地方整備局でのインターネット掲載の取り組みはよい。 

 食料とエネルギーが不足していると聞いている。 

→食料は深刻ではない。今は燃料がない。（東北地方整備局長） 

 タンクローリー車を緊急車両とした。気づいたことは何でもやること。 

 水不足はどうか？ 

→水は問題なさそう（東北地方整備局長） 

 

（２）計画停電について 

 総合政策局長より、計画停電（東北地方）の実施に対する国土交通省に

おける対応について説明。 

 

（３）被害状況と対応等について 

 静岡県東部を震源とする地震の被害状況と対応について事務局より説

明。 

 各局等から配付資料にて被害の状況と対応方針等を報告。 

 



＜大臣からの発言概要＞ 

 現地で気づいたことがあれば、やれることは全部やる。状況に応じて

柔軟に適切に。 

 物資輸送に関して、今後は港が重要となってくる。 

 発電ダムでは、経産省と調整の上、操作ルールにとらわれない最大限

の発電を。 

 仮設住宅については、土地の確保など、現地の情報を踏まえて設置場

所等の調整を。 

 地理院の撮影した写真が有効とのこと。各地域で活用を。 

 

（４）その他 

 次回緊急災害対策本部会議開催について 



国土交通省緊急災害対策本部会議（第１７回）議事概要 

 

 

日 時：平成 23 年 3 月 17 日 10 時 30 分～ 

場 所：国土交通省防災センター 

 

○出席者 

国土交通省訓令第 8 号に基づく構成員 

（本部長）大畠大臣以下、（本部長代行）副大臣及び大臣政務官、（副本部長）

事務次官、技監、国土交通審議官、（本部員）官房長、関係審議官ほか関係部

局長（※代理者の場合あり） 

関係する審議官等 

 

○議事概要 

（１）被害状況と対応等について 

 各局等から配付資料にて被害の状況と対応方針等を報告。 

 

＜大臣からの発言概要＞ 

 原発事故による風評被害が広がっている。国内外への広報をしっかり。 

 温泉旅館を避難者用の宿泊施設として活用できないか。格安で利用で

きるように調整を。 

 燃料不足により復旧作業等に支障がでている。状況を総政局で集約し、

適切な対応を。 

 復興事業者には、しっかり前払い金を支払えるよう工夫を。 

 復旧状況をホームページに掲載を。 

 

（２）その他 

 次回緊急災害対策本部会議開催について 



国土交通省緊急災害対策本部会議（第１８回）議事概要 

 

 

日 時：平成 23 年 3 月 18 日 10 時 30 分～ 

場 所：国土交通省防災センター 

 

○出席者 

国土交通省訓令第 8 号に基づく構成員 

（本部長）大畠大臣以下、（本部長代行）副大臣及び大臣政務官、（副本部長）

事務次官、技監、国土交通審議官、（本部員）官房長、関係審議官ほか関係部

局長（※代理者の場合あり） 

関係する審議官等 

 

○議事概要 

（１）現地報告 

 東北地方整備局より現状について報告。（テレビ会議） 

 

＜大臣からの発言概要＞ 

 ホームページ上で情報を公表する提案に感謝。是非、正しい情報を的

確にお願いする。風評被害にも有効と考える。 

 

（２）被害状況と対応等について 

 各局等から配付資料にて被害の状況と対応方針等を報告。 

 

＜大臣からの発言概要＞ 

 不休、不眠での対応に感謝。 

 ガソリンの供給がどこで滞っているのか、総政局でとりまとめを。ガ

ソリンの流通状況のチェックを。 

 今日で一週間、疲労もピークと思うが、なお一層の尽力を。 

 

（３）その他 

 次回緊急災害対策本部会議開催について 



国土交通省緊急災害対策本部会議（第１９回）議事概要 

 

 

日 時：平成 23 年 3 月 19 日 14 時 00 分～ 

場 所：国土交通省防災センター 

 

○出席者 

国土交通省訓令第 8 号に基づく構成員 

（本部長）大畠大臣以下、（本部長代行）副大臣及び大臣政務官、（副本部長）

事務次官、技監、国土交通審議官、（本部員）官房長、関係審議官ほか関係部

局長（※代理者の場合あり） 

関係する審議官等 

 

○議事概要 

（１）被害状況と対応等について 

 各局等から配付資料にて被害の状況と対応方針等を報告。 

 

＜大臣からの発言概要＞ 

 今日も 1 人救助された。救助に一層の尽力を。 

 港湾の復旧により、大規模な輸送路の確立を。その間は日本海側の鉄

道輸送でカバーを。 

 車検特例については、阪神淡路大震災の対応を参考に。 

 仮設住宅建設の開始は、明るいニュース。 

 被災地への適切な情報提供を。 

 原発作業員への休息場所として提供している海王丸からの搬送協力も。 

 

（２）その他 

 次回緊急災害対策本部会議開催について 



国土交通省緊急災害対策本部会議（第２０回）議事概要 

 

 

日 時：平成 23 年 3 月 20 日 14 時 00 分～ 

場 所：国土交通省防災センター 

 

○出席者 

国土交通省訓令第 8 号に基づく構成員 

（本部長）大畠大臣以下、（本部長代行）副大臣及び大臣政務官、（副本部長）

事務次官、技監、国土交通審議官、（本部員）官房長、関係審議官ほか関係部

局長（※代理者の場合あり） 

関係する審議官等 

 

○議事概要 

（１）現地報告 

 東北地方整備局より現状について報告。（テレビ会議） 

 東北運輸局より現状について報告。（電話報告） 

 

＜大臣からの発言概要＞ 

 風評被害が広がっている。地域の厳しさは、政府本部へ伝える。 

 現場で気づいた点があれば教えてほしい。 

（東北地方整備局 →ガソリンが一番厳しい） 

 

（２）被害状況と対応等について 

 各局等から配付資料にて被害の状況と対応方針等を報告。 

 

＜大臣からの発言概要＞ 

 被災地への確かな交通情報（通行可能状況）の提供を。 

 現場への充当状況も含むガソリン供給対応の報告を。 

 

＜小泉政務官からの発言概要＞ 

 風評被害に懸念。（中国大連行きの貨物が成田に戻された。野菜や牛乳

で基準値を越えた。１都５県の水が汚染されているなど。） 

 

（３）その他 

 次回緊急災害対策本部会議開催について 
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